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(54)【発明の名称】 超音波ハンドピ－スとこれに使用する超音波ホーン

(57)【要約】
【課題】  骨等の硬組織の切削に使用する超音波ハンド
ピ－スにおいて、メス部が被切削部位に過刺に起因する
種々の弊害を防止して、広い視野の下にメス部の動きを
精妙にコントロ－ルし治療目的に則した正確な骨等の硬
組織の切削が実現できる。
【解決手段】  この超音波振動機構を収納する外筒部
と、外筒部の一端に取り付けられて前記超音波振動機構
から伝達される振動により骨等の硬組織を切削するホ－
ンと、を具えてなり、前記ホ－ンは本体部と、この本体
部の先端に形成され骨等の硬組織を切削するメス部とか
らなり、該メス部の端部には、骨等の硬組織の対象部位
に対する応力集中を排して過大な穿刺を防止するととも
に振動を伝達して微細破砕層を形成するため少なくとも
１以上の面部からなる作業部と、この作業部により微細
に破砕された組織を掻き取るためのエッジ部とを形成し
た超音波ハンドピ－スである。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  所定周波数の縦超音波振動、ねじれ超音
波振動、または縦、ねじれの両者により合成された超音
波振動を出力する超音波振動機構と、この超音波振動機
構を収納する外筒部と、外筒部の一端に取り付けられて
前記超音波振動機構から伝達される振動を増幅するホ－
ンと、を具えてなり、
前記ホ－ンは本体部と、この本体部の先端に形成され骨
等の硬組織を切削するメス部とからなり、該メス部の端
部には、骨等の硬組織の対象部位に対する応力集中を排
して過大な穿刺を防止するとともに振動を伝達して微細
破砕層を形成するため少なくとも１以上の面部からなる
作業部と、この作業部により微細に破砕された骨組織を
掻き取るためのエッジ部とを形成したことを特徴とする
超音波ハンドピ－ス。
【請求項２】  請求項１において、前記メス部は、本体
部の先端において本体部側壁から突出するように鈎状に
形成したことを特徴とする超音波ハンドピ－ス。
【請求項３】  請求項２において、本体部に対する鈎状
メス部の開度は、鈎状メス部の内側面と本体部側壁との
なす角が直角より大で２直角より小となる範囲に設定し
て被切削部と本体部との間に術者の視野空間を確保でき
るようにしたことを特徴とする超音波ハンドピ－ス。
【請求項４】  メス部先端の作業部には骨等の硬組織と
の接触において滑動を防止するための係合部を形成した
ことを特徴とする請求項１ないし３いずれかの超音波ハ
ンドピ－ス。
【請求項５】  鈎状メス部はその断面においてほぼ円弧
形状に形成し本体部とメス部との間に切削された骨組織
の誘出部を形成したことを特徴とする請求項２ないし４
いずれかの超音波ハンドピ－ス。
【請求項６】  超音波振動源から伝達される振動によ
り、骨等の硬組織の切削をなすための超音波ホ－ンであ
って、
前記ホ－ンは本体部と、この本体部の先端に形成され骨
等の硬組織を切削するメス部とからなり、該メス部の端
部には、骨等の硬組織の対象部位に対する応力集中を排
して過大な穿刺を防止するとともに振動を伝達して微細
破砕層を形成するため少なくとも１以上の面部からなる
作業部と、この作業部により微細に破砕された骨組織を
掻き取るためのエッジ部とを形成したことを特徴とする
超音波ホ－ン。
【請求項７】  請求項６において、前記メス部は、本体
部の先端において本体部側壁から突出するように鈎状に
形成したことを特徴とする超音波ホ－ン。
【請求項８】  請求項６において、本体部に対する鈎状
メス部の開度は、鈎状メス部の内側面と本体部側壁との
なす角が直角より大で２直角より小となる範囲に設定し
て被切削部と本体部との間に術者の視野空間を確保でき
るようにしたことを特徴とする超音波ホーン。
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【請求項９】  メス部先端の作業部には骨等の硬組織と
の接触において滑動を防止するための係合部を形成した
ことを特徴とする請求項６ないし８いずれかの超音波ホ
ーン。
【請求項１０】  鈎状メス部はその断面においてほぼ円
弧形状に形成し本体部とメス部との間に切削された骨組
織の誘出部を形成したことを特徴とする請求項７ないし
９いずれかの超音波ホーン。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本願発明は、生体手術におけ
る骨の切削に用いる超音波ハンドピ－スとこれに使用す
る超音波ホ－ンに関するものである。
【０００２】
【従来の技術】医療関係では、従来より外科分野におけ
る各種手術具の一つとして超音波ハンドピ－スが多く使
用されている。図８は、このような超音波ハンドピ－ス
のうち、特に骨の切削に用いられる超音波ハンドピ－ス
Ａを示す図である。図において、１は、磁歪タイプ、電
歪タイプ等の振動子を具え所定周波数の超音波を出力す
る超音波振動機構を収納する外筒部、２は外筒部の一端
開口部に嵌挿されて前記超音波振動機構から伝達される
振動によりその先端部で骨等の硬組織３を切削するホ－
ン、１ａはイリゲ－ション液、切削片等を吸引するため
のチュ－ブの継ぎ手、１ｂは振動による先端部の発熱、
骨の切削時に発生する摩擦熱を冷却するイリゲ－ション
液を注入するためのチュ－ブの継ぎ手、１ｃは高周波電
気エネルギを前記超音波振動機構に送給するためのケ－
ブルである。超音波振動機構から伝達される振動により
ホ－ン２はその軸方向に所定の周波数で振動し、骨等の
硬組織３に当接する先端で所要箇所の切削を行う。
【０００３】図９は、前記超音波ハンドピ－スＡのホ－
ンによる骨等の硬組織の切削動作を示す図である。  ホ
－ン２の先端にはフック状のメス部２ａが形成されてい
て、術者は矢符Ｃに示す視野方向から超音波ハンドピ－
スＡを操作して、ホ－ン２を矢符Ｂ方向に移動させつ
つ、矢符Ａ方向に往復動するメス部２ａ先端で骨等の硬
組織３の所要部位の切削を実行するが、この切削の機序
を分析すると、図１０に示すようにメス部２ａ先端から
の振動を伝達して先端に対向する骨等の硬組織ＨのＰ部
を微細に破砕し、次いで微細に破砕された部分をメス部
２ａ先端で掻き取り動作を順次なすことにより切削がな
されている。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、メス部
２ａの先端は２００μm のストロ－クで、通常２５，０
００サイクル／秒で微細に振動しており、このため先端
の速度は最大で５０Ｋｍ／ｈに達する。したがって、尖
鋭に形成された先端の当接部分において応力が集中し、
メス部２ａの先端は内部に深く侵入してしまうケ－スが
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頻発する。このように先端が組織内部に深く食い込む
と、前記矢符Ｂ方向に削る際に、一度に大きな量を削る
ことになり、大きな超音波振動エネルギ－を要するばか
りか、術者によるメス部の操作にも大きな力を必要とす
る。  また、メス部先端が骨に深く刺さりやすいことか
ら、切削量を微妙に制御することが難かしいという不都
合も生じてくる。さらに、上記の従来技術にあっては、
メス部がホ－ン本体に対して直角に突出形成されている
から、図８に示すように、操作時におけるホ－ンと骨Ｈ
表面との位置関係はほぼ平行とならざるを得ず、術者は
前記矢符Ｃ方向に示される極めて狭い視野での操作を余
儀なくされていた。
【０００５】
【課題を解決するための手段】本願発明は、所定周波数
の縦超音波振動、ねじれ超音波振動、または縦、ねじれ
の両者により合成された超音波振動を出力する超音波振
動機構と、この超音波振動機構を収納する外筒部と、外
筒部の一端に取り付けられて前記超音波振動機構から伝
達される振動により骨等の硬組織を切削するホ－ンと、
を具えた超音波ハンドピ－スにおいて、前記ホ－ンは本
体部と、この本体部の先端に形成され骨等の硬組織を切
削するメス部とからなり、該メス部の端部には、骨等の
硬組織の対象部位に対する応力集中を排して過大な穿刺
を防止するとともに振動を伝達して微細破砕層を形成す
るため少なくとも１以上の面部からなる作業部と、この
作業部により微細に破砕された骨組織を掻き取るための
エッジ部とを形成することにより、上記従来の課題を解
決しようとするものである。
【０００６】上記構成において、前記メス部は、本体部
の先端において本体部側壁から突出するように鈎状に形
成することがある。
【０００７】また、上記構成において、本体部に対する
鈎状メス部の開度は、鈎状メス部の内側面と本体部側壁
とのなす角が直角より大で２直角より小となる範囲に設
定して被切削部と本体部との間に術者の視野空間を確保
できるようにすることがある。
【０００８】さらに、上記超音波ハンドピ－スにおい
て、鈎状メス部先端の作業部には骨等の硬組織との接触
において滑動を防止するための係合部を形成することが
ある。
【０００９】また、上記において、鈎状メス部の断面に
おける外郭部は曲線形状、すなわち、鈎状メス部は例え
ばその断面においてほぼ円弧状となし、本体部とメス部
との間に切削された骨組織の誘出部を形成し、切削動作
を容易になすることがある。
【００１０】本願発明は、また、超音波振動源から伝達
される振動により、骨等の硬組織の切削をなすための超
音波ホ－ンを、本体部と、この本体部の先端に形成され
骨等の硬組織を切削するメス部とから構成し、該メス部
の端部には、骨等の硬組織の対象部位に対する応力集中
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を排して過大な穿刺を防止するとともに振動を伝達して
微細破砕層を形成するため少なくとも１以上の面部から
なる作業部と、この作業部により微細に破砕された骨組
織を掻き取るためのエッジ部とを形成することにより上
記従来の課題を解決しようとするものである。
【００１１】前記超音波ホ－ンにおいて、前記メス部
は、本体部の先端において本体部側壁から突出するよう
に鈎状に形成することがある。
【００１２】また、上記超音波ホ－ンにおいて、本体部
に対する鈎状メス部の開度は、鈎状メス部の内側面と本
体部側壁とのなす角が直角より大で２直角より小となる
範囲に設定して被切削部と本体部との間に術者の視野空
間を確保できるようになすことがある。
【００１３】さらに、上記超音波ホ－ンにおいて、鈎状
メス部先端の作業部には骨等の硬組織との接触において
滑動を防止するための係合部を形成することがある。
【００１４】さらにまた、上記超音波ホ－ンにおいて、
鈎状メス部の断面における外郭部は曲線形状、すなわち
鈎状メス部は例えばその断面においてほぼ円弧状に形成
し、本体部とメス部との間に切削された骨組織の誘出部
を形成することがある。
【００１５】
【発明の実施形態】以下、本願発明の実施形態を説明す
る。なお、以下の各実施形態で説明する超音波ホ－ン
は、図４に示す超音波ハンドピ－スＡの構成部材である
が、ホ－ン部材を除いた他の構成は全く同一であるため
重複説明は省略する。図１は、本願発明の第１実施形態
に係る超音波ホ－ンの一部切欠斜視図であり、ホ－ン２
１は本体部２２と、この本体部２２の先端に形成され骨
等の硬組織を切削するメス部２３とからなり、該メス部
２３の先端には、作業部２３ａが形成されている。  こ
の作業部２３ａは、骨等の硬組織への接触により振動を
伝達して微細破砕層を形成するもので、骨等の硬組織の
対象部位に対する応力を拡散してメス部２３が骨等の硬
組織の組織内に必要以上に刺さるのを防止するために平
坦面で構成されている。
【００１６】そして、平坦面で構成されたこの作業部２
３ａの周縁には、エッジ部３０が形成されていて、作業
部２３ａの振動伝達によって微細に破砕された骨組織を
掻き取り所定の切削をなすようになっている。また、作
業部２３ａには、イリゲ－ション液とともに切削された
骨組織変片等を吸引排出するための孔部３２が形成され
ている。  該実施形態では、作業部２３ａは円形となっ
ているが、この形状に限定されることなく４角、６角、
８角等の多角形状でもよい。
【００１７】さらに、この実施形態において、作業部２
３ａは一つの平坦面で構成されているが、この作業部２
３ａは組織への接触時に応力が点または線に集中するの
を防止する手段として面部を有すればよいから、曲面と
なしてもよく、所望の多面構成としても良い。
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【００１８】図２は、本願発明の第２実施形態に係る超
音波ホ－ンの構成を示す図であり、（ａ）は一部切欠斜
視図、（ｂ）はその断面図である。図において、２１は
超音波ホ－ンであり、所定周波数の超音波を出力する超
音波振動機構と、この超音波振動機構を収納する外筒部
等を具えた超音波ハンドピ－スの外筒部の開口端に先端
部を突出して装着されて前記超音波振動機構から伝達さ
れる振動により骨等の硬組織を切削するようになってい
る。この超音波ホ－ン２１は、本体部２２と、この本体
部２２の先端において本体部側壁から突出するように形
成され生体組織に接触する鈎状メス部２３とからなり、
該鈎状メス部２３の先端には、骨等の硬組織の対象部位
に対する応力集中を排して過大な穿刺を防止するととも
に振動を伝達して微細破砕層を形成するための作業部２
３ａが形成され、平坦面で構成されるこの作業部２３ａ
の周縁には、エッジ部３０が形成されていて、作業部２
３ａの振動伝達によって形成された微細破砕層を掻き取
るようにして所定の切削をなすようになっている。
【００１９】このように、骨等の硬組織へ当接する鈎状
メス部２３の先端には、作業部２３ａとしての平端面が
形成されているため、尖鋭先端を有する従来技術の場合
と異なり、骨等の硬組織への当接時に点または線への応
力集中がなく、必要な範囲で骨等の硬組織の切削部位に
適正な微細破砕層を形成でき、先端が骨等の硬組織へ深
く刺り過ぎることに起因する不都合も生じない。したが
って、切削動作もスム－ズになすことができ微細な制御
も可能となる。なお、図２（ｂ）に示すように前記平端
部２３ａの厚みａは、切削効率、操作性等を勘案すると
０．５ｍｍ＜ａ＜２．５ｍｍの範囲に設定するのが望ま
しいことが実験の結果判明している。
【００２０】図３は、本願発明の第３実施形態に係る超
音波ホ－ンの構成を示す図で、（ａ）は一部切欠斜視
図、（ｂ）はその断面図である。該実施形態では、鈎状
メス部２３の先端は断面円弧状に形成され、したがって
作業部２３ａは曲面で構成されており、この曲面の一端
には作業部２３ａの振動伝達によって形成された微細破
砕層から骨組織を掻き取るためのエッジ部３０が形成さ
れている。  このように作業部２３ａは面構成となって
いるため、前記各実施形態と同様に骨等の硬組織への当
接時に応力集中がなく、必要な範囲で骨等の硬組織の切
削部位に適正な微細破砕層を形成でき、先端が骨等の硬
組織へ深く刺り過ぎることに起因する不都合も生じな
い。先端が骨等の硬組織へ深く刺り過ぎることがないの
で、切削動作もスム－ズになすことができ、微細な制御
も可能となる。
【００２１】また、前記応力拡散端面部としての円弧部
２３ａの厚み，すなわち骨の被切削面に対向する部分の
厚みａは、前記実施形態と同様に、切削効率、操作性等
を勘案すると０．５ｍｍ＜ａ＜２．５ｍｍの範囲に設定
するのが望ましいことが実験の結果判明している。
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【００２２】図４は、本願発明の第４実施形態に係る超
音波ホ－ンの構成を示す断面図である。該実施形態にあ
っては、鈎状メス部２３先端の作業部部２３ａを構成す
る面部には骨等の硬組織との接触において滑動を防止す
るための係合部が形成されている。図４において、
（ａ）は、作業部２３ａに前記係合部２３ｂとして数条
の曲面突条を形成した場合を示している。
【００２３】また、（ｂ）は前記係合部２３ｂとして丘
状部を形成した場合を示している。これら係合部２３ｂ
は、図１、２に示す応力拡散端面部２３ａのいずれにも
形成することができる。このように、作業部２３ａに係
合部２３ｂを設けることにより、切削時に鈎状メス部２
３先端に思わぬ滑動が発生することを防止し得て、より
精妙な切削制御が可能になる。なお、これらの実施形態
において、エッジ部が作業部２３ａの周縁に形成される
ことは前記各実施形態と同様である。
【００２４】図５は、本願発明の第５実施形態に係る超
音波ホ－ンの構成を示す断面図である。この実施形態で
は、ホ－ン本体部２２に対する鈎状メス部２３の開度θ
を、鈎状メス部の内側面と本体部側壁とのなす角、また
は鈎状メス部の内側面と本体部の中心軸とのなす角が直
角より大で２直角より小となる範囲に設定して被切削部
と本体部との間に術者の視野空間を確保できるようにし
ている。
【００２５】すなわち、図５（ａ）に示すように、鈎状
メス部２３の内側面２３ｃと本体部２２側壁とのなす角
θは約１２０度に設定されている。このため、図５
（ｂ）に示すように、ホ－ン本体部２２を傾斜させて骨
等の硬組織Ｈの切削をなすことができるので、術者は矢
符に示すように広い視野を確保して状況を確認しながら
操作できるのでより適正な切削が可能になる。なお、こ
こで説明したホ－ン本体部２２に対する鈎状メス部２３
の開度の設定に関する構成は、図２ないし４に係る超音
波ホ－ンに適用できることは言うまでもない。  また、
作業部、エッジ部に関する構成は上述の各実施形態と同
様である。
【００２６】図６は、本願発明の第６実施形態に係る超
音波ホ－ンの構成を示す斜視図である。この実施形態で
は、鈎状メス部２３はスプ－ン形状をなしていて作業部
２３ａは曲面で構成され、この作業部２３ａの上端縁に
エッジ部３０が形成されている。スプ－ン凹部は切削片
の誘出部として機能し、この凹部に吸引チュ－ブに連通
する開口部を設けることにより、イリゲ－ション液、切
削片の排出を極めて容易になすことができる。
【００２７】図７は、本願発明の第７実施形態に係る超
音波ホ－ンの構成を示す断面図である。  この実施形態
では、鈎状メス部の断面における外郭部は曲線形状にな
っている。  すなわち、図７（ａ）に示す超音波ホ－ン
は、先細りに形成されたホ－ン本体部２２の端部に曲線
を描いて屈曲する鈎状メス部２３が一体に形成されてい



(5) 特開２００２－１４３１７７

10

20

30

7
る。  換言すれば、この鈎状メス部２３の上面部２４と
下面部２５は所定径の円弧曲面に形成され、先端部には
１以上の平坦面およびまたは曲面で構成される作業部２
３ａが形成され、その周縁にはエッジ部が形成されてい
る。なお、この作業部２３ａには必要に応じて前述の係
合部２３ｂを具えることがある。
【００２８】また、図７（ｂ）に示す超音波ホ－ンで
は、鈎状メス部２３はホ－ン本体部２２の内側（骨に対
向する側）端部に切り欠き部を形成するように断面ほぼ
円弧形状をなして形成されている。  すなわち、鈎状メ
ス部２３の上面部２４と下面部２５は、前記（ａ）と同
様に所定径の円弧曲面に形成され、先端部には、１以上
の平坦面およびまたは曲面で構成される作業部２３ａを
具えている。また、図において、２６は、ホ－ン本体部
２２の内側（骨に対向する側）端部に形成された断面半
円状の切削片誘出部であり、エッジ部３０が微細破砕部
から掻き取った切削片がここに導かれるようになってい
る。なお、ここでも作業部２３ａには必要に応じて前述
の係合部２３ｂが形成される。  図７に示す実施形態に
おいて、鈎状メス部２３は上記の構成を採用することに
より、骨等の硬組織の切削に際して、術者は図５（ｂ）
に示す場合と同様に超音波ホ－ンを骨の切削面に対して
傾けた状態で使用できるから、広い視野を得ることがで
きる。
【００２９】本願発明において、作業部は骨等の硬組織
への接触時に、振動エネルギ－の点または線への一挙集
中を回避することにより、微細破砕層の特に深さ方向へ
の必要以上の拡大に起因する弊害を防止しようとするも
のである。したがって、作業部は上記作用を奏するため
に、必然的に面を具えることとなり、この面は、単数で
も複数でも、また平坦でも、曲面でもよく、要は、エネ
ルギ－の分散伝達を実現できればよい。
【００３０】
【発明の効果】本願発明にあっては、以上説明した構成
作用により、次のような効果を期待できる。
（１）メス部が被切削部位に、必要以上に深く刺さるこ
とに起因する種々の弊害を防止して、メス部の動きを精
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妙にコントロ－ルできるので治療目的に則した適正な骨
等の硬組織の切削が実現できる。
（２）術者は、広い視野の下に、切削状況を常に把握で
きるので作業が安全、容易になる。
【図面の簡単な説明】
【図１】  第１実施形態に係る超音波ホ－ンを示す斜視
図および断面図である。
【図２】  第２実施形態に係る超音波ホ－ンを示す斜視
図および断面図である。
【図３】  第３実施形態に係る超音波ホ－ンを示す断面
図である。
【図４】  第４実施形態に係る超音波ホ－ンを示す説明
図である。
【図５】  第５実施形態に係る超音波ホ－ンを示す断面
図である。
【図６】  第６実施形態に係る超音波ホ－ンを示す斜視
図である。
【図７】  第７実施形態に係る超音波ホ－ンを示す断面
図である。
【図８】  従来の超音波ハンドピ－スを示す側面図であ
る。
【図９】  従来の超音波ホ－ンによる骨の切削状態を示
す断面図である。
【図１０】従来の超音波ホ－ンによる微細破砕層の形成
状態を示す説明図である。
【符号の説明】
Ａ．．．．．．．．．超音波ハンドピ－ス
２１．．．．．．．．超音波ホ－ン
２２．．．．．．．．超音波ホ－ン本体部
２３．．．．．．．．鈎状メス部
２３ａ．．．．．．．応力拡散端面部（メス部先端）
２３ｂ．．．．．．．係合部
２４．．．．．．．．鈎状メス部の上面部
２５．．．．．．．．鈎状メス部の下面部
２６．．．．．．．．切削片誘出部
３０．．．．．．．．エッジ部
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